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福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
解
決
体
制

ー
ー
ー
消
費
者
契
約
の
視
点
か
ら
ー
ー

山

ネ己

子

口

由

一
は
じ
め
に
｜
｜
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
消
費
者
問
題
化

二
市
場
に
お
け
る
消
費
者
と
取
引
環
境

三
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
「
選
択
」
を
め
ぐ
る
問
題

四
苦
情
解
決
体
制
の
課
題

福祉サービスに関する苦情解決体制

は
じ
め
に
｜
｜
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
消
費
者
問
題
化

川
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
法
的
地
位

介
護
保
険
法
の
施
行
（
二
0
0
0

年
四
月
、
二

O
O

五
年
改
正
）
、
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
法
の
社
会
福

祉
法
へ
の
改
正
（
二
0
0
0

年
六
月
）
、
な
ら
び
に
障
害
者
福
祉
の
分
野
に
お
け
る
支
援
費
支
給
制
度
の
導
入
（
二
O
O
三
年
四
月
施
行
）
、

お
よ
び
二
O
O

五
年
に
成
立
し
た
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
給
付
へ
の
移
行
に
よ
り
、
福
祉
行
政
は
「
措
置
か
ら
契

約
へ
」
と
政
策
を
転
換
し
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
は
、
従
来
の
行
政
処
分
に
よ
る
措
置
制
度
か
ら
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
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者
と
提
供
者
の
両
者
が
直
接
契
約
す
る
方
式
へ
と
移
行
し
た
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
行
政
庁
が
職
権
で
一
方
的
に
決
定
す
る
措
置
制
度
の
下
で
は
、
措
置
の
対
象
者
が
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
利
益
は
反
射
的
利
益
と
さ
れ
、
利
用
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
や
申
請
権
が
明
確
で
な
い
と
い
う
問
題
点
が
従
来
、

(1
) 

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
制
度
は
、
行
政
機
関
が
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
決
定
し
、
行
政
と
の
関
係
で

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
従
属
的
な
法
的
地
位
に
立
つ
措
置
制
度
に
代
え
て
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
自
己
決
定
と
選
択
に
よ
る
、
サl
ビ

996 

ス
提
供
者
と
の
自
由
な
契
約
に
基
礎
を
置
く
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
齢
者
介
護
・
障
害
者
福
祉
の
分
野
に
お

(2
) 

け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
の
「
対
等
な
関
係
」
に
立
つ
主
体
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
「
選
択
の
自
由
」
論
｜
｜
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
化

利
用
者
が
自
ら
の
選
択
に
基
づ
く
契
約
を
通
じ
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
仕
組
み
と
は
、
利
用
者
（
需
要
者
）
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
選
択
を
め
ぐ
る
事
業
者
（
供
給
者
）
間
の
競
争
、
す
な
わ
ち
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
に
お
け
る
市
場
原
理
の
導
入
を
意
味

す
る
。
こ
の
仕
組
み
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
間
の
競
争
を
通
じ
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
効
率
化
さ
れ
、
事
業
者
の
創
意
工
夫

(3
) 

が
行
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
、
質
の
悪
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
は
淘
汰
さ
れ
、
利

用
者
（
需
要
者
）
が
望
む
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
可
能
と
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
も
質
的
に
向
上
す
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
社
会
福
祉

に
対
す
る
国
民
の
意
識
や
杜
会
・
経
済
構
造
の
変
化
を
背
景
と
し
て
増
大
し
、
多
様
化
す
る
福
祉
ニ1
ズ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、

(4
) 

行
政
処
分
に
よ
り
行
政
が
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
決
定
し
、
福
祉
ニ
l

ズ
を
充
足
す
る
「
非
市
場
」
方
式
の
措
置
制
度
に
対
置
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
利
用
者
の
必
要
に
応
じ
た
選
択
で
あ
る
た
め
に
は
、
選
択
を
可
能
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
が
前
提
と
な
る
。

措
置
制
度
の
下
で
は
、
常
に
供
給
が
需
要
を
下
回
っ
て
お
り
、
措
置
権
の
行
使
に
関
す
る
行
政
裁
量
が
広
く
な
る
一
方
、
措
置
に
か

(5
) 

か
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
の
権
利
性
が
弱
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
選
択
の
自



(6
) 

由
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
「
社
会
的
ニ
i

ズ
」
を
満
た
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
「
消
費
者
」
｜
｜
l

福
祉
問
題
と
消
費
者
問
題
と
の
接
点

こ
の
よ
う
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、
市
場
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
「
買
い
手
」
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
・
購
入

し
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
（
利
用
す
る
）
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、
自
ら
の
生
存
・
生
活
を
目
的
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
購
入

す
る
「
消
費
者
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
締
結
す
る
契
約
は
「
消
費
者
契
約
」
で

(7
) 

あ
る
（
消
費
者
契
約
法
二
条
参
照
）
。
し
か
し
、
消
費
者
契
約
に
お
い
て
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
聞
に
は
、
情
報
格
差
、
お
よ
び
交

渉
力
な
ど
の
格
差
が
あ
り
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
契
約
関
係
を
形
式
的
に
対
等
か
つ
相
互
に
自
由
な
関
係
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き

(3) 

福祉サービスに関する苦情解決体制

な
い
（
消
費
者
基
本
法
一
条
、
お
よ
び
消
費
者
契
約
法
一
条
参
照
）
。

(8
) 

消
費
者
と
事
業
者
と
の
違
い
や
格
差
は
、
取
引
の
目
的
、
主
体
、
行
動
の
違
い
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
事
業
者
が
事
業
活
動
の

た
め
に
取
引
し
、
契
約
を
行
う
の
に
対
し
、
消
費
者
は
、
生
存
や
生
活
を
目
的
と
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
契
約
す
る
。
と
り
わ
け
近

年
、
判
断
能
力
の
低
下
し
た
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
に
訪
問
販
売
で
次
々
と
高
額
な
契
約
を
結
ば
せ
る
（
次
々
契
約
）
と
い
っ

(9
) 

た
消
費
者
被
害
が
多
発
し
て
い
る
。
本
人
に
契
約
し
た
認
識
が
な
い
な
ど
、
被
害
が
表
面
化
し
に
く
く
、
家
族
や
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
本

人
以
外
の
者
が
気
付
い
た
と
き
に
は
、
す
で
に
い
く
つ
も
の
契
約
を
結
ば
さ
れ
、
代
金
を
支
払
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
人
の
状
況

か
ら
契
約
当
時
の
事
実
関
係
や
意
思
の
確
認
が
難
し
く
、
そ
の
後
の
生
活
に
支
障
を
及
ぼ
す
な
ど
、
被
害
の
回
復
が
困
難
と
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
被
害
の
防
止
・
救
済
の
た
め
に
は
、
高
齢
者
・
障
害
者
の
生
活
を
取
引
の
側
面
の
み
な
ら
ず
（
消
費

（
叩
）

者
問
題
）
、
健
康
・
生
活
（
社
会
福
祉
）
の
側
面
と
併
せ
て
総
合
的
に
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
消
費
者
問
題
は
福

（
日
）

祉
の
領
域
と
接
点
を
持
つ
。

一
方
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
に
よ
る
利
用
へ
の
制
度
転
換
に
よ
り
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
消
費
者
問
題
化
し
て
い
る
。
そ
こ

997 
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で
本
稿
で
は
、
高
齢
者
介
護
を
念
頭
に
置
き
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
「
消
費
者
主
権
」
の
仕
組
み
を
通
し
て

選
択
す
る
た
め
の
環
境
に
つ
い
て
、
苦
情
解
決
体
制
を
中
心
と
し
て
検
討
を
試
み
た
い
。

998 

市
場
に
お
け
る
消
費
者
と
取
引
環
境

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
し
て
の
高
齢
者
、
す
な
わ
ち
高
齢
消
費
者
の
選
択
の
自
由
を
確
保
し
、
権
利
擁
護
を
考
え
る
前
提
と
し

て
、
本
章
で
は
、
市
場
に
お
け
る
消
費
者
と
、
消
費
者
政
策
に
よ
る
取
引
環
境
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

消
費
者
基
本
法
が
前
提
と
す
る
消
費
者
像

二
O
O
四
年
に
消
費
者
保
護
基
本
法
の
改
正
に
よ
り
消
費
者
基
本
法
が
制
定
さ
れ
、
消
費
者
を
保
護
の
客
体
と
す
る
消
費
者
行
政

か
ら
、
消
費
者
を
権
利
の
主
体
と
す
る
消
費
者
行
政
へ
、
行
政
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
が
変
更
さ
れ
た
。
同
法
に
は
「
消
費
者
の
権

利
」
が
明
記
さ
れ
、
消
費
者
政
策
は
、
消
費
者
の
権
利
の
擁
護
と
増
進
の
た
め
、
消
費
者
の
権
利
を
尊
重
し
、
「
消
費
者
が
自
ら
の

利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
」
消
費
者
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
基
本

理
念
と
し
て
行
う
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
（
消
費
者
基
本
法
二
条
）
。

二
O
O

一
年
四
月
に
は
消
費
者
契
約
法
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
同
法
は
、
規
制
緩
和
に
よ
り
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
経
済

社
会
シ
ス
テ
ム
へ
転
換
す
る
中
で
、
消
費
者
の
選
択
の
自
由
を
確
保
し
、
消
費
者
が
多
様
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
中
か
ら
適
切
な
選

（
ロ
）

択
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
実
現
す
る
た
め
に
、
民
事
ル

l

ル
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
消
費
者
は
、
「
主
体
的
・
積
極

的
な
選
択
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
」
消
費
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
現
実
に
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
聞
に
は
情
報
格

差
や
交
渉
力
な
ど
の
格
差
が
存
在
し
、
双
方
の
関
係
は
対
等
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
に
よ
る
効
率
的
で
合



理
的
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
を
実
現
す
る
た
め
に
、
消
費
者
の
自
立
を
促
す
環
境
整
備
を
図
る
観
点
よ
り
、
取
引
ル

l

ル
が
具

体
化
さ
れ
た
。

し
か
し
今
日
、
消
費
者
の
人
間
像
は
多
様
化
し
て
い
る
。
少
子
・
高
齢
化
や
情
報
化
な
ど
の
消
費
者
を
と
り
ま
く
経
済
・
社
会
構

造
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
取
引
の
当
事
者
と
な
る
若
者
や
高
齢
者
を
、
そ
の
特
性
や
問
題
・
被
害
状
況
に
応
じ
て
類
型
的
に
捉
え

（
日
）

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
一
方
、
高
齢
者
の
中
で
も
、
認
知
症
高
齢
者
な
ど
判
断
能
力
に
問
題
が
あ
る
人
の
被
害
が
深
刻
化
す
る

(M
) 

な
ど
、
取
引
当
事
者
と
し
て
の
消
費
者
の
能
力
は
一
律
で
は
な
い
。

消
費
者
基
本
法
に
は
、
「
消
費
者
の
自
立
の
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者
の
安
全
の
確
保
等
に
関
し
て
事
業
者
に
よ
る
適
正
な

事
業
活
動
の
確
保
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
年
齢
そ
の
他
の
特
性
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
同
法
二
条
二
項
）

と
す
る
適
合
性
の
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
行
政
に
お
い
て
は
、
現
実
の
消
費
者
像
を
前
提
と
し
て
、
考

（
日
）

え
る
必
要
が
あ
る
。

福祉サービスに関する苦情解決体制

凶
判
断
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
と
取
引
環
境
ア
プ
ロ
ー
チ

最
近
の
消
費
者
被
害
の
状
況
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
判
断
能
力
に
問
題
の
あ
る
人
の
被
害
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う

し
た
問
題
を
加
齢
に
伴
う
判
断
能
力
の
低
下
や
年
少
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
判
断
能
力
の
未
熟
き
と
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
判
断

能
力
を
補
完
す
る
方
法
が
検
討
さ
れ
う
る
（
こ
れ
を
「
判
断
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
）
。
民
法
上
の
行
為
能
力
制
度
は
、
未
成
年

者
取
消
権
と
成
年
後
見
制
度
を
定
め
、
子
ど
も
（
未
成
年
者
）
、
認
知
症
高
齢
者
、
障
害
の
あ
る
人
な
ど
の
判
断
能
力
不
十
分
者
を
、

制
限
行
為
能
力
者
と
し
て
保
護
す
る
。

他
方
、
事
業
者
が
人
間
関
係
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
消
費
者
が
断
れ
な
い
状
況
を
作
り
出
し
て
契
約
を
結
ば
せ
る
と
い
っ
た
、
事

（
日
）

業
者
の
売
り
方
に
問
題
が
あ
る
場
合
や
、
金
融
商
品
や
介
護
施
設
サ
ー
ビ
ス
契
約
な
ど
、
取
引
自
体
の
複
雑
さ
が
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
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と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
判
断
能
力
よ
り
も
、
取
引
環
境
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
取
引
を
適
正

化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
こ
れ
を
「
取
引
環
境
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
）
。
た
と
え
ば
消
費
者
契
約
法
で
は
、
契
約
締
結
過
程
に
お

け
る
誤
認
や
困
惑
が
あ
っ
た
場
合
の
取
消
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
。
た
だ
し
、
判
断
能
力
に
問
題
の
あ
る
人
の
被
害
状
況
か
ら
は
、

1000 

同
制
度
の
活
用
が
困
難
で
あ
り
、
判
断
能
力
に
着
目
す
る
救
済
法
理
で
あ
る
適
合
性
原
則
を
同
法
の
民
事
ルl
ル
と
し
て
導
入
す
る

（
日
）

必
要
性
の
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
消
費
者
の
取
引
環
境
を
め
ぐ
っ
て
は
、
判
断
能
力
、
取
引
方
法
、
取
引
自
体
の
性
格
を
踏
ま
え
て
、
取
引
当
事
者
の

能
力
や
判
断
を
支
援
す
る
判
断
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
取
引
環
境
を
適
正
化
す
る
こ
と
に
よ
り
消
費
者
の
適
切
な
選
択
を
確
保
す
る

（
凶
）

取
引
環
境
ア
プ
ロ
ー
チ
の
両
面
か
ら
考
え
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
「
選
択
」
を
め
ぐ
る
問
題

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
事
業
者
間
の
競
争
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
利
用
者
の
ニ
l

ズ
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス
の
量
と
質
が
確
保
さ
れ

る
と
い
う
の
が
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
、
情
報
格
差
や
交
渉
力
な
ど
の
格
差
に
よ
り
、
両
者
の
関

係
は
対
等
で
は
な
い
。
本
章
で
は
、
利
用
者
の
選
択
の
側
面
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
め
ぐ
る
現
状
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

川
選
択
を
め
ぐ
る
消
費
者
の
権
利

事
業
者
が
自
ら
取
引
し
よ
う
と
す
る
も
の
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
理
解
や
認
識
と
、
消
費
者
の
理
解
や
認
識
と
の
聞
に
は
差
が
あ

り
、
消
費
者
は
事
業
者
の
表
示
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
知
る
。
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
正
確
な
認
識
が
必
要



で
あ
り
、
事
業
者
に
よ
る
契
約
内
容
の
説
明
や
十
分
な
情
報
提
供
が
必
要
と
さ
れ
る
。
消
費
者
契
約
法
三
条
は
、
契
約
内
容
の
明
確

化
・
平
易
化
、
お
よ
び
情
報
提
供
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
努
力
義
務
を
定
め
て
い
る
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
し
て
、
社
会
福
祉
法
は
、
申
込
者
に
対
す
る
説
明
の
努
力
義
務
（
七
六
条
）
、
契
約
時
の
書
面
交
付

（
四
）

義
務
（
七
七
条
）
、
事
業
者
の
情
報
提
供
の
努
力
義
務
（
七
五
条
）
、
誇
大
広
告
の
禁
止
（
七
九
条
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
介
護
保

険
法
は
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
広
告
規
制
（
九
八
条
）
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
・
公
表
（
二
五
条
の
二
九
）
に
つ
い
て
、

そ
し
て
た
と
え
ば
、
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
（
平
成
二
年
三
月
コ
二
日
厚
生
省

令
第
二
一
七
号
）
に
よ
り
、
申
込
者
に
対
す
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
の
交
付
と
説
明
（
八
条
一
項
）
、
重
要
事
項
の
事
業
所
へ
の
掲

示
（
二
一
二
条
）
、
誇
大
広
告
の
禁
止
（
三
四
条
）
に
つ
い
て
定
め
る
。
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
有
料
老
人
ホl
ム
に
関
し
て
は
、
老

人
福
祉
法
に
定
め
る
情
報
開
示
義
務
（
二
九
条
四
項
）
に
基
づ
き
重
要
事
項
説
明
書
の
書
面
交
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
不
当
景
品
類

及
び
不
当
表
示
防
止
法
四
条
一
項
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
「
有
料
老
人
ホ

l

ム
に
関
す
る
不
当
な
表
示
」
（
平
成
一
六
年
四
月
二
日
公

（
却
）

正
取
引
委
員
会
告
示
第
三
号
）
に
よ
り
不
当
表
示
が
規
制
さ
れ
る
。

福祉サービスに関する苦情解決体制

凶
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
情
報
開
示
の
問
題

こ
れ
ら
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
開
示
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
前
に
、
利
用
の
選
択
に
資
す
る
情
報
提
供
や
契

約
締
結
過
程
を
適
正
化
す
る
た
め
に
情
報
提
供
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
を
中
心
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
介
護
保
険
制
度
の

施
行
に
よ
る
施
設
の
急
増
を
背
景
と
し
て
ト
ラ
ブ
ル
が
増
加
し
て
い
る
、
有
料
老
人
ホ

l

ム
の
入
居
契
約
で
は
、
入
居
後
、
待
遇
に

不
満
が
あ
り
、
早
期
に
退
去
す
る
ケ
l

ス
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
ケ
l

ス
で
は
入
居
一
時
金
の
返
金
額
や
返
金
方
法
を
め
ぐ
る

ト
ラ
ブ
ル
と
し
て
問
題
が
表
面
化
す
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
契
約
時
の
説
明
と
違
う
」
と
い
っ
た
苦
情
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
め
ぐ
る
苦
情
や
退
去
・
解
約
の
際
の
ト
ラ
ブ
ル
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
や
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（
幻
）

理
解
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
、
入
居
の
際
の
ト
ラ
ブ
ル
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、
生
命
・
健
康
の
維
持
を
サ
ー
ビ
ス
に
依
存
し
て
生
活
す
る
。
す
な
わ
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
が

心
身
の
状
況
に
影
響
し
、
契
約
に
よ
る
経
済
的
な
被
害
が
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
被
害
回
復
が
困
難
と
な
る
危
険
性
が
少

な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
利
用
者
の
生
命
・
身
体
へ
の
被
害
や
経
済
的
な
被
害
を
未
然
に
防
ぎ
、
安
全
で
安
定
し
た
生
活
を
確
保
す
る

1002 

た
め
に
、
契
約
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
し
、
適
正
な
契
約
が
な
さ
れ
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
不
足

さ
ら
に
、
利
用
者
が
事
業
者
間
の
競
争
を
通
じ
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
や
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
、
東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体
連
絡

(3) 
会
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
一
八
年
度
の
苦
情
に
お
い
て
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
の
訪
問
・
通
所
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
希
望
通
り

に
利
用
で
き
な
い
、
介
護
保
険
施
設
に
入
所
で
き
な
い
な
ど
の
苦
情
が
見
ら
れ
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
よ
っ
て
、
利
用
者
の
ニl
ズ

(m
) 

に
対
し
て
供
給
量
が
不
足
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

高
齢
者
の
消
費
者
像

a
斗こ

れ
ら
の
取
引
環
境
を
前
提
と
し
て
、
次
に
、
取
引
主
体
と
し
て
の
利
用
者
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
取
引
の
当
事
者
と
な
る
高
齢

者
は
、
通
常
の
消
費
者
に
比
べ
て
弱
者
的
な
要
素
を
も
っ
消
費
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
判
断
能
力
や
意
思
決
定
を
め
ぐ
る
高
齢
者

の
特
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
購
買
行
動
に
お
け
る
情
報
収
集
に
関
し
て
で
あ
る
。
東
京
都
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
は
、
年
代
ご
と
の
比
較
に
お

い
て
、
日
常
生
活
に
お
け
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
相
対
的
に
不
活
発
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
七O
歳
代
以
上



（
お
）

で
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

第
二
に
、
購
買
行
動
に
お
け
る
身
近
な
助
言
者
・
相
談
者
の
存
在
に
関
し
て
で
あ
る
。
高
齢
者
の
ひ
と
り
暮
ら
し
ゃ
夫
婦
の
み
の

(M
) 

世
帯
が
増
え
て
お
り
、
年
齢
と
と
も
に
、
家
族
、
友
人
、
近
隣
・
地
域
の
人
た
ち
な
ど
の
第
一
次
的
人
間
関
係
を
失
い
、
消
費
者
の

（
お
）

立
場
か
ら
の
生
活
経
験
に
基
づ
く
情
報
が
不
足
す
る
傾
向
に
あ
る
。
東
京
都
の
調
査
で
は
、
高
額
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
や
、
購

入
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
助
言
が
得
ら
れ
る
割
合
が
年
代
が
上
が
る
と
と
も
に
低
下
し
、
二

O
代
、
三
O
代
で
は
八
割
前
後
、

（
却
）

四
O
歳
代
1

六
O
歳
代
で
は
六
割
強
と
な
り
、
七

O
歳
代
で
は
半
数
程
度
に
減
少
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
高
齢
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
対
し
、
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
を
確
保
す
る
と
同
時
に
、
利
用
者
の
立
場

か
ら
の
助
言
・
相
談
に
よ
り
意
思
決
定
を
支
え
、
選
択
を
援
助
す
る
と
い
う
視
点
が
、
判
断
能
力
不
十
分
者
の
判
断
能
力
を
補
完
し
、

権
利
擁
護
を
図
る
成
年
後
見
制
度
の
活
用
と
併
せ
て
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

（
幻
）

（
二O
O
七
年
度
に
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
よ
り
名
称
変
更
）
な
ど
の
活
用
が
問
題
と
な
る
。

福祉サービスに関する苦情解決体制

四

苦
情
解
決
体
制
の
課
題

川
消
費
者
の
被
害
救
済
を
受
け
る
権
利

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
も
と
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
）
の
苦
情
解
決
体
制
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。
前
章

に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
活
上
の
援
助
を
必
要
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
、
自
分
自
身
の
判
断
に
よ
り
適
切
な
選
択
を
行
う

こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ー
ビ
ス
供
給
量
が
確
保
さ
れ
、
消
費
者
の
選
択
に
と
っ
て
必
要
な
情

報
が
提
供
さ
れ
る
環
境
を
前
提
と
し
て
（
取
引
環
境
ア
プ
ロ
ー
チ
）
、
消
費
者
が
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
理
解
・
判
断
し
、
自
分
の
ニ
l

ズ

に
あ
わ
せ
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
た
め
の
支
援
体
制
（
判
断
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
）
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
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こ
の
よ
う
に
、
契
約
締
結
の
側
面
か
ら
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
対
す
る
支
援
が
必
要
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
以
下
に
検
討
す

る
よ
う
に
、
契
約
の
履
行
の
過
程
に
お
け
る
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
苦
情
の
解
決
に
お
い
て
も
、
利
用
者
に
対
す
る
支
援
が

必
要
と
さ
れ
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
は
、
消
費
者
と
し
て
「
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
適
切
か
つ
迅
速
に
救
済
さ
れ
る
」

権
利
が
あ
る
（
消
費
者
基
本
法
二
条
）
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
苦
情
解
決
体
制

内4福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
苦
情
解
決
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
苦
情
を
解
決
す
る
責
任
は
、
第
一
義
的
に
は
事
業

者
に
あ
る
（
社
会
福
祉
法
八
三
条
・
八
五
条
）
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
一
九
九
九
年
厚
生
省
令
三
七
号
）
三
六
条
一
項
な
ど
て
お
よ
び
事
業
者
と
の
話
し
合
い
で
解
決
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
な
ど
は
、
区
市
町
村
（
同
基
準
三
六
条
三
項
な
ど
に
基
づ
き
、
調
査
、
指
導
・
助
言
を
行
う
）
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

が運
対営
応適
す正
る化
。委

東員
尽会
都（
の位
._ A、
工 Z王

ヲ静
~~ I* 
区今
車蚕
m E 」J

村
が胃

喜雇
対康
応保
機険
関団
を体

量事
し云
I 〆ー町、

1入介
与警
場高
志法
あ七
る六
。条

項

必
要
な
指
導
及
び
助

同
苦
情
解
決
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
事
業
者
と
の
力
の
格
差

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
苦
情
を
解
決
す
る
過
程
に
お
い
て
、
利
用
者
が
苦
情
を
言
い
に
く
い
の
は
、
そ
の
立
場
の
弱
さ
ゆ
え
と

考
え
ら
れ
る
。
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に
不
満
が
あ
っ
て
も
、
契
約
の
際
の
情
報
不
足
、
心
身
の
状
況
、
家
庭
の
事
情
な
ど
か
ら

（
却
）

生
活
の
場
を
他
に
求
め
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
、
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
の
供
給
量
が
不
足
し
て
い
る
中
で
事
業
者
・
施
設
の
変
更
が
難

し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
利
用
者
と
事
業
者
の
聞
に
は
、
契
約
締
結
に
お
け
る
の
と
同
様
、
苦
情
の
解
決
に
お
い
て
も
情
報
や
交
渉
力



が
対
等
で
は
な
く
、
格
差
が
あ
る
。

さ
ら
に
意
見
や
苦
情
を
申
し
出
て
も
、
「
嫌
な
ら
ば
出
て
行
け
」
と
言
わ
れ
た
、
「
待
遇
の
改
善
を
求
め
て
も
応
じ
な
い
」
な
ど
事

業
者
の
態
度
が
一
方
的
で
あ
る
と
か
、
「
ホ
l

ム
か
ら
一
方
的
に
退
去
を
言
い
渡
さ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
事
業
者
側
か
ら
対
等（却

）

な
契
約
関
係
の
も
と
に
利
用
者
の
意
見
を
聞
き
、
話
し
合
い
を
進
め
る
と
い
う
姿
勢
が
示
さ
れ
ず
ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
苦
情
が
表
面
化
し
に
く
い
状
況
を
踏
ま
え
て
、
苦
情
の
解
決
に
お
い
て
は
、
事
業
者
が
利
用
者
の
意
見
を
聞
き
、
苦

情
の
解
決
に
協
力
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
利
用
者
の
立
場
か
ら
事
業
者
・
施
設
に
苦
情
を
伝
え
、
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
求
め
る
た
め

に
、
公
正
な
手
続
を
い
か
に
確
保
す
る
か
が
課
題
と
な
る
。

a
H『

お
わ
り
に

そ
こ
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
め
ぐ
る
苦
情
の
解
決
に
関
し
て
、
利
用
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
に
は
、
事
業
者
の
苦
情
解
決

福祉サービスに関する苦情解決体制

へ
の
自
主
的
な
努
力
や
利
用
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
対
応
を
前
提
と
し
て
、
行
政
や
第
三
者
機
関
な
ど
と
の
連
携
を
通
し
て
、
利

用
者
の
視
点
に
立
っ
て
、
利
用
者
が
苦
情
を
申
し
出
や
す
く
し
、
か
つ
実
効
的
に
解
決
し
て
い
く
た
め
の
体
制
や
運
用
を
考
え
て
い

（
却
）

く
こ
と
に
な
る
（
第
三
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
も
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）
。
そ
の
際
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

（
出
）

が
提
供
さ
れ
る
態
様
が
考
慮
さ
れ
う
る
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
中
の
不
満
・
苦
情
の
解
決
に
対
す
る
援
助
・
支
援
を
、
サ
ー
ビ
ス
の
選
択

に
関
す
る
援
助
・
支
援
と
一
体
と
し
て
行
う
こ
と
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
権
利
擁
護
に
資
す
る
も
の
と
考
え
る
。

（1
）
措
置
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
堀
勝
洋
「
現
代
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
の
基
本
問
題
｜
一
二
世
紀
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
｜
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
）
一
五
九
頁
以
下
、
本
多
滝
夫
「
社
会
保
障
行
政
に
お
け
る
公
共
性
の
問
題
」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
O
O

五
年
）
一
七
五
頁
、
秋
元
美
世
「
福
祉
契
約
と
公
的
責
任

l

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
化
を
め
ぐ
っ
て
」
新
井
・
秋
元
・
本
沢
編

『
福
祉
契
約
と
利
用
者
の
権
利
擁
護
』
（
日
本
加
除
出
版
、
二OO
六
年
）
二
三
O
頁
1

一
二
三
頁
、
加
藤
智
章
・
菊
池
馨
実
・
倉
田
聡
・
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前
田
雅
子
『
社
会
保
障
法
〔
第
3

版
〕
』
（
有
斐
閣
、
二O
O

七
年
）
二
四
O
頁
1

二
四
一
頁
。

（2
）
中
央
社
会
福
祉
審
議
会
社
会
福
祉
構
造
改
革
分
科
会
『
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
つ
い
て
（
中
間
ま
と
め
）
』
（
一
九
九
八
年
）
、

宮
G
ミ
若
者
調F
B
医
者
・
向
。
・
甘
＼

E
C
品
。
ミ5
g

＼g
a
ロ
ム
－
E
B
－
－N
C
C∞
・
∞
・
臼
取
得
、
参
照
。

（3
）
八
代
尚
宏
「
社
会
福
祉
の
構
造
改
革
1

市
場
を
通
じ
た
供
給
基
盤
整
備
の
方
向
｜
」
社
会
保
険
旬
報
二
0
0
0

号
（
一
九
九
八
年
）

三
五
頁
1

三
六
頁
。

（4
）
横
山
寿
一
『
社
会
保
障
の
市
場
化
・
営
利
化
』
（
新
日
本
出
版
社
、
二
O
O
三
年
）
四
一
頁
。

（5
）
倉
田
聡
『
こ
れ
か
ら
の
社
会
福
祉
と
法
』
（
創
成
社
、
二

O
O

一
年
）
一
五
頁
。

（6
）
秋
元
美
世
「
福
祉
契
約
の
法
的
関
係
と
公
的
責
任

l

介
護
保
険
制
度
の
問
題
を
中
心
に
し
て
｜
」
社
会
保
障
法
一
九
号
（
二
O
O
四

年
）
一
三
六
頁
1

一
三
八
頁
。

（7
）
島
田
和
夫
「
高
齢
消
費
者
被
害
の
予
防
と
救
済
」
月
刊
国
民
生
活
三
四
巻
九
号
（
二

O
O
四
年
）
一
九
頁
1

二
O
頁
。

（8
）
正
田
彬
・
金
森
房
子
『
消
費
者
問
題
を
学
ぶ
〔
第
3

版
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
一
四
頁1
二
四
頁
〔
正
田
〕
。

（9
）
判
断
能
力
不
十
分
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
現
状
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
『
高
齢
者
・
障
害
者

の
消
費
者
被
害
1
1
0

番
』
結
果
報
告
」
（
二
O
O
六
年
）
。
高
齢
消
費
者
・
障
害
消
費
者
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
絡
協
議
会
第1
回
会

合
（
平
成
一
九
年
一
月
二
四
日
）
資
料
7

・
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
「
高
齢
者
と
障
害
の
あ
る
人
の
消
費
者
相
談
」
（
以
下
「
高
齢
者
等
相

談
」
と
い
う
）
（
二
O
O

七
年
）
。
林
大
介
「
消
費
者
契
約
に
か
か
わ
る
相
談
事
例
の
分
析
」
『
消
費
生
活
相
談
の
視
点
か
ら
み
た
消
費
者

契
約
法
の
あ
り
方
』
（
以
下
『
消
費
者
契
約
法
の
あ
り
方
』
と
い
う
）
（
国
民
生
活
セ
ン
タ
l

、
二
O
O
七
年
）
七
O
頁
i

七
二
頁
。

（
叩
）
高
村
浩
「
消
費
者
取
引
と
成
年
後
見
制
度
」
月
刊
国
民
生
活
二
九
巻
六
号
（
一
九
九
九
年
）
一
九
頁
。

（
日
）
多
重
債
務
者
の
生
活
再
建
と
社
会
保
障
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
木
下
秀
雄
「
貧
困
と
多
重
債
務
問
題
｜
社
会
保
障
の
役
割
」
消
費
者

法
ニ
ュ
ー
ス
尚
初
（
二
O
O
七
年
）
四
八
頁
1

四
九
頁
参
照
。

（
ロ
）
国
民
生
活
審
議
会
「
消
費
者
取
引
の
適
正
化
に
向
け
て
｜
第
一
五
次
回
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告
｜
」
（
一
九
九
六
年
）

参
照
。
消
費
者
契
約
法
第
一
条
、
目
的
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
落
合
誠
一
「
消
費
者
契
約
法
』
（
有
斐
閣
、
二O
O

一
年
）
四
八
頁1

四
九
頁
。

（
日
）
東
京
都
消
費
生
活
対
策
審
議
会
（
以
下
で
は
「
東
京
都
消
対
審
」
と
い
う
）
「
情
報
化
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
に
即
応
し
た
消
費
者
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行
政
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
（
一
九
八
七
年
）
、
同
「
社
会
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
消
費
者
行
政
の
推
進
方
策
に
関
す
る
答
申
」

（
以
下
「
第
一
二
次
答
申
」
と
い
う
）
（
一
九
九
二
年
）
、
以
上
、
清
水
・
金
子
・
島
田
編
著
「
消
費
者
行
政
と
法
』
（
三
省
堂
、
一
九
九
三

年
）
所
収
、
参
照
。

（U
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
・
前
掲
注
（
9

）
「
高
齢
者
等
相
談
」
参
照
。

（
日
）
石
戸
谷
豊
「
消
費
者
基
本
法
の
基
本
的
枠
組
みl
立
法
過
程
の
検
証
か
ら
｜
（
下
）
」
国
民
生
活
研
究
四
七
巻
三
号
（
二
O
O

七
年
）

六
頁
。
後
藤
巻
則
「
消
費
者
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
｜
「
法
は
人
聞
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
」
企
画
の
趣
旨
を
兼
ね
て
」
法
律
時
報
八O
巻
一

号
（
二
O
O

八
年
）
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
時
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
・
前
掲
注
（9
）
『
消
費
者
契
約
法
の
あ
り
方
』
一
八O
頁
1

一
八
一
頁
。

（
口
）
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
消
費
者
契
約
法
評
価
検
討
委
員
会
（
以
下
「
国
生
審
」
と
い
う
）
「
消
費
者
契
約
法
の
評
価
及

び
論
点
の
検
討
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
九
年
）
二
六
頁
1

二
七
頁
、
野
々
山
宏
「
消
費
者
法
と
制
度
を
め
ぐ
る
動
向
｜
消
費
者
契
約

法
・
特
定
商
取
引
法
・
割
賦
販
売
法
の
改
正
の
方
向
性
」
法
学
教
室
三
二
八
号
（
二

O
O

八
年
）
一
O
六
頁
1

一
O
七
頁
、
後
藤
巻
則

「
消
費
者
契
約
法
の
問
題
点
と
課
題
」
『
消
費
者
契
約
法
の
あ
り
方
』
一
六
頁
1

一
七
頁
。
村
千
鶴
子
「
消
費
者
契
約
法
の
評
価
と
消
費
生

活
相
談
」
『
消
費
者
契
約
法
の
あ
り
方
』
四
二
頁
。

（
時
）
河
上
正
二
「
ロ
l

・
ク
ラ
ス
民
法
総
則
講
義
側
第
一
部
序
論
第
九
章
現
代
社
会
に
お
け
る
民
法
同
高
齢
化
・
高
度
情
報

化
・
国
際
化
」
法
セ
ミ
五
九
O
号
（
二
O
O

四
年
）
八
五
頁
。

（m
M）
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
契
約
の
情
報
提
供
義
務
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
岩
村
正
彦
「
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
契
約
の
締
結
過

程
を
め
ぐ
る
法
的
論
点
｜
社
会
保
障
法
と
消
費
者
法
と
の
交
錯
l

」
岩
村
編
『
福
祉
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
法
的
研
究
」
（
信
山
社
、
一
一0
0

七
年
）
一
二
三
頁1
三
七
頁
。

（
加
）
本
指
定
告
示
に
基
づ
い
て
排
除
命
令
が
行
わ
れ
た
事
件
と
し
て
、
株
式
会
社
川
島
コ
l

ポ
レ
l

シ
ヨ
ン
に
対
す
る
件
（
平
山
（
排
）2

号
）
、
株
式
会
社
ラ
イ
フ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
（
平
時
（
排
）
3

号
）
、
株
式
会
社
原
弘
産
に
対
す
る
件
（
平
山
（
排
）5
号
）
、
株
式
会
社
デ
ィ
ア
・

レ
ス
ト
三
次
（
平
問
（
排
）
6

号
）
、
株
式
会
社
ハ
ピ
ネ
ラ
イ
フ
ケ
ア
（
平
山
（
排
）7
号
）
が
あ
る
。
警
告
事
例
と
し
て
、
公
正
取
引

委
員
会
「
北
海
道
地
区
及
び
東
北
地
区
に
お
け
る
有
料
老
人
ホ

l

ム
を
営
む
事
業
者
三
社
に
対
す
る
警
告
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
O
年
三

月
二
八
日
）
、Z
G
ミ
巧
巧
巧
－RR
・
問
。
・
甘
註

B
a
s

－8
8

＼O
∞
－g
m

古
里
g
g
N
∞
2
・E
B
－
－N
C
C∞
・
∞
・
お
お
取
得
参
照
。
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（
幻
）
有
料
老
人
ホ
l

ム
入
居
契
約
に
お
け
る
、
契
約
締
結
過
程
を
め
ぐ
る
情
報
開
示
の
現
状
に
つ
い
て
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
『
有
料
老

人
ホ
l

ム
を
め
ぐ
る
消
費
者
問
題
に
関
す
る
調
査
研
究
｜
有
料
老
人
ホ
l

ム
の
暮
ら
し
が
快
適
で
あ
る
た
め
に
｜
』
（
以
下
で
は
「
有
料

老
人
ホ
l

ム
調
査
研
究
」
と
い
う
）
（
二
O
O

六
年
）
参
照
。

（
勾
）
東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
で
は
「
東
京
都
国
保
連
」
と
い
う
）
『
東
京
都
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
相
談

白
書
』
（
以
下
「
苦
情
相
談
白
書
』
と
い
う
）
（
二OO
七
年
八
月
）
三
O
頁
、
お
よ
び
八
二
頁
1

八
三
頁
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
行
っ

た
グ
ル
ー
プ
ホ
l

ム
に
関
す
る
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
定
員
の
空
き
が
な
い
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
利
用
を
断
っ
た
こ
と
の
あ
る
認
知

症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
l

ム
が
八
割
近
く
あ
る
（
一
、
四
九
三
件
の
う
ち
、
八
七
九
件
、
七
七
・
九
%
）
（
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
『
認
知

症
高
齢
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ

l

ム
に
お
け
る
消
費
者
問
題
と
権
利
擁
護
に
関
す
る
調
査
研
究
』
（
二O
O
五

年
）
一
O
八
頁
1

一
O
九
頁
）
。

（
お
）
消
費
者
問
題
研
究
会
『
消
費
者
行
政
を
と
り
ま
く
環
境
変
化
と
こ
れ
か
ら
の
消
費
者
行
政
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
｜
消
費
者
問
題

基
本
調
査
H

｜
』
（
一
九
九
五
年
）
一
二
六
頁
。

（M
）
「
第
1

章
第
2

節
1

山
高
齢
者
の
い
る
世
帯
は
全
体
の
四
割
、
そ
の
う
ち
「
単
独
」
「
夫
婦
の
み
」
で
過
半
数
」
『
平
成
二
O
年
版

高
齢
社
会
白
書
』
、Z
G
込
当
当
者
八
・
8

。
・
向
。
・
甘
＼

E
C
B
F＼
当E
Z
宮
間
百
円
＼
平
二
O
O

八
k
g
ず
ロ
ロ
＼
宮
自
宅

ω
H
E
N
E
H

・
s
－E
s
－
－N
C
C∞
・
∞
・
ぉ

取
得
。

（
お
）
東
京
都
消
対
審
・
前
掲
注
（
日
）
「
第
一
二
次
答
申
」
三
五
六
頁
1

三
五
七
頁
。

（
お
）
東
京
都
「
都
民
の
消
費
と
生
活
に
関
す
る
調
査
｜
消
費
者
問
題
基
本
調
査I
｜
』
（
一
九
九
四
年
）
四
三
頁
。

（
幻
）
大
原
利
夫
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
に
関
す
る
諸
問
題
」
社
会
保
障
法
一
九
号
一
一O
頁
以
下
参
照
。

（
お
）
大
石
剛
一
郎
「
高
齢
者
の
施
設
利
用
と
権
利
擁
護
」
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
『
第
三
者
が
と
ら
え
た
高
齢
者
ホl
ム
｜
入
居
者
が
快
適

に
暮
ら
せ
る
た
め
に
｜
』
（
以
下
『
高
齢
者
ホl
ム
』
と
い
う
）
（
二
O
O
七
年
）
一
一
一
頁1
二
二
頁
。

（
却
）
木
間
昭
子
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
特
徴
と
問
題
点
」
月
刊
国
民
生
活
三
五
巻
九
号
（
二O
O
五
年
）
一
九

頁
1

二
O
頁
。
有
料
老
人
ホ
l

ム
入
居
契
約
に
お
け
る
事
業
者
か
ら
の
解
除
に
つ
い
て
、
契
約
の
解
除
を
通
告
す
る
の
に
先
立
っ
て
、
入

居
者
本
人
・
身
元
引
受
人
な
ど
に
「
弁
明
の
機
会
」
を
設
け
る
と
し
て
い
る
ホl
ム
が
あ
る
（
山
口
由
紀
子
「
有
料
老
人
ホl
ム
の
重
要

事
項
説
明
書
調
査
」
『
有
料
老
人
ホ
l

ム
調
査
研
究
』
一
八
六
頁
、
お
よ
び
一
八
八
頁1

一
八
九
頁
）
。
山
口
由
紀
子
「
高
齢
者
ホl
ム
を
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め
ぐ
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
｜
入
居
者
の
苦
情
相
談
へ
の
対
応
｜
」
（
以
下
「
高
齢
者
ホ
l

ム
ト
ラ
ブ
ル
」
と
い
う
）
『
高
齢
者
ホ
l

ム
」
五

二
頁
。

（
初
）
大
石
・
前
掲
注
（
お
）
三
二
頁
。

（
訂
）
山
口
・
前
掲
注
（
m
m）
「
高
齢
者
ホl
ム
ト
ラ
ブ
ル
」
四
九
頁
1

六
三
頁
参
照
。

福祉サービスに関する苦情解決体制
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